
第１ はじめに

１ こども基本法の施行、こども大綱の策定

２ これまでのこども関連３大綱を踏まえた課題認識

３ こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」

第２ こども施策に関する基本的な方針

第３ こども施策に関する重要事項

１ ライフステージを通した重要事項

２ ライフステージ別の重要事項

３ 子育て当事者への支援に関する重要事項

第４ こども施策を推進するために必要な事項

１ こども・若者の社会参画・意見反映

２ こども施策の共通の基盤となる取組

３ 施策の推進体制等

参考 こども・若者や子育て当事者を取り巻く現状

別紙１「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標

別紙２こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標

子供の貧困対策に関する大綱

少子化社会対策大綱

子供・若者育成支援推進大綱
（参考）これまでのこども関連３大綱

○こども基本法（令和５年４月１日施行）において、以下のとおり規定されている。

こども大綱の枠組み

・こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策に

関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。

・市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう努めるものとする。

こども大綱について 資料１
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出典：こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）【説明資料】
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出典：こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）【説明資料】
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出典：こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）【説明資料】
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出典：こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）【説明資料】
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出典：こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）【説明資料】



出典：こども家庭審議会第4回資料「こどもまんなか実行計画の策定について（案）」
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こども大綱・こどもまんなか実行計画を踏まえた
次期静岡市こども計画（仮）の策定について

○こども基本法（令和５年４月１日施行）

・市町村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう努めるものとする。
・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく市町村計画（市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する計画、市町村行
動計画、子ども・子育て支援事業計画など）と一体のものとして作成することができる。

・本市では既に、「静岡市子ども・子育て・若者プラン」において、こども施策に関する事項を定める５つの計画を一体的に策定している。

・こども大綱にもとづき具体的に取り組む施策や成果指標については、国が策定する「こどもまんなか実行計画」（令和６年６月頃決定、毎年６月改
定）に掲載される。

・こどもまんなか実行計画に掲載される指標等を踏まえ、令和７年度に各調査を実施し、子ども・若者の意見反映プロセスを経て令和８年度に時期
計画の策定作業を行い、令和９年度より「静岡市こども計画」の名称で次期計画をスタートする。

・ただし、市町村子ども・子育て支援事業計画についてのみ、法定により５か年計画とされており計画期間が令和６年度までとなっているため、こど
も計画の策定に先立ち、令和６年度に次期計画の策定作業を実施する（【資料２】参照）
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 市町村行動計画
 市町村子ども・若者計画
 ひとり親家庭等自立促進計画
 子どもの貧困対策推進計画

 市町村子ども・子育て支援事業計画
（５か年計画： R2～６年度）

次期子ども・子育て支援事業計画

次期計画
（静岡市

こども計画）
R９～


